
令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：都市局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

ア 積 算 

 (ア) 工事数量の計上を適正に行うべきもの 

本工事は、阪神電気鉄道の高架化に伴い、沿

道の整備を行うものである。 

土木工事では、積算基準等に基づき算出し

た単価に数量を乗じて直接工事費を算出す

る。 

本工事では、道路の中央分離帯にコンクリ

ートの土間を施工しているが、コンクリート

の数量計上を誤っていたため過大となってい

た。 

工事数量の計上においては、積算チェック

リストの活用、複数職員によるダブルチェッ

クの充実等により、積算基準に基づく適正な

積算を徹底すべきである。 

（都市局工務課） 

［№15 阪神沿北側線他街路築造工事（その４）］ 

設計変更時に土間コンクリート

の数量を「立米」で入力しなければ

いけないものを誤って「平米」で入

力してしまったものである。担当者

による積算結果の確認不足および

照査担当者、係長、課長が誤りに気

付くことができなかったことが原

因であった。 

当局の道路工事の積算は、当初設

計を当局で実施し、設計変更時につ

いては、現場監督を実施している建

設事務所で決裁したものをチェッ

クするという体制になっている。 

今後は、こうした同様のミスをな

くすため、設計変更の積算段階にお

いて、決裁前に建設事務所と一緒に

ダブルチェックを実施するよう、令

和６年７月２日の課内会議で周知

した。さらに、令和６年８月 19 日

には、職種を問わず、課内の積算業

務に携わる全職員に対して勉強会

を実施した。その際、建設局技術管

理課が発行する「設計図書照査の手

引き」を活用し、照査の重要なポイ

ントの再確認を行い、他の工事にお

いても積算業務の変更時に、建設事

務所と連絡を密にとり、事前段階で

チェックするよう周知徹底を図っ

た。 

措置済 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：建築住宅局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

ア 積 算 

 (イ) 交通誘導員費の単価選定を適正に行うべ

きもの 

本工事は、須磨区にある市営住宅の外壁、屋

上防水等を改修するものである。 

「神戸市建築工事積算要領」では、交通誘導

警備に係る費用は、共通仮設費に交通誘導員

費を積み上げ計上すると規定されている。 

交通誘導員費とは、労働者本人が受け取る

賃金としての労務単価である交通誘導警備員

費に、下請経費及び小器材（工具類）の損耗費

等を加えたものである。 

本工事では、交通誘導警備に係る費用に交

通誘導員費ではなく、労務単価である交通誘

導警備員費を使用していたため、積算額が過

少となっていた。 

単価選定にあたっては、積算チェックリス

トの拡充等により、適正な積算を徹底すべき

である。加えて、労務単価である交通誘導警備

員費の使用頻度及び必要性について、建築技

術管理委員会に確認されたい。 

（建築住宅局住宅建設課） 

［№19 横尾住宅 13・14号棟外壁改修他工事］ 

積算単価として設定されている

「交通誘導員費」と「交通誘導警備

員費」の違いについて、担当職員に

周知徹底できていなかったことか

ら、単価選定を誤ったものである。 

 再発防止を図るため、2024年８月

15 日及び同年８月 22 日の係会議

で、「神戸市建築工事積算要領」に基

づいた「交通誘導警備にかかる費用

の積算方法」について研修を行い、

周知徹底を図った。 

 また、同様の間違いが生じないよ

う、所管部署に「交通誘導警備員費」

を神戸市建築工事設計標準単価か

ら削除してもらうほか、「営繕積算

（違算防止）チェックシステム」導

入について研究を進める。 

措置済 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：港湾局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

ア 積 算 

(ウ) 歩掛りの適用を適正に行うべきもの 

本工事は、神戸空港機能強化に伴う新ター

ミナルビルの建設に伴い、周辺道路の整備お

よび地下埋設物の移設を行うものである。 

土木工事では、積算基準等に基づき算出し

た単価に数量を乗じて直接工事費を算出す

る。 

本工事では、アスファルト舗装の撤去を行

っているが、適用範囲の異なる歩掛りを用い

て積算を行ったため過大となっていた。 

歩掛りの適用にあたっては、同名工種の単価

の確認、複数職員によるダブルチェックを徹

底すべきである。 

（港湾局空港整備課） 

［№27 神戸空港道路及びその他整備工事］ 

 適用範囲の異なる歩掛りを用い

て積算を行った原因は、積算に関す

る知識や経験の不足、工期末の設計

変更など時間的制約がある場合の

照査精度の低下であった。 

2024年 10月 25 日、所属長から

関係職員に工事監査の指摘につい

て説明及び指導を行うとともに、同

名工種の単価の確認、複数職員によ

るダブルチェックを周知徹底した。 

同日、課内会議にて今後の契約行

為を行う際は課内技術職員による

照査会を実施する等業務改革を行

い、適正な積算業務を行うように研

修を行った。 

措置済 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：交通局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

ア 積 算 

(エ) 防災中継器盤の単価を適正に算定すべきもの 

本工事は、神戸市営地下鉄西神・山手線新長

田駅の大規模改修に伴う電気設備工事であ

る。 

電気設備工事の単価の多くは、材料費と積

算基準により算出した設置費から構成され

る。 

本工事では、建物の火災を検知し警報を発

する自動火災報知設備のうち、感知器等から

の信号を中継する防災中継器盤の単価におい

て、設置費の算定を誤ったため過大となって

いた。 

設置費の算定にあたっては、積算基準に基

づき適正な単価根拠を選定し、照査において

は、積算チェックリストの項目追加や複数職

員によるダブルチェックを徹底すべきであ

る。 

（交通局高速鉄道部施設課） 

［No.46 西神・山手線新長田駅大規模改修電気設

備工事］ 

原因は、設計者が単価歩掛表に適

正な歩掛が無く見積額を採用すべ

きところを、間違った同様機器の歩

掛を採用しており、照査者も誤りに

気付かず、それを見落としたことで

ある。 

2024年 8月 29日に係内の電気担

当者に指摘事項とその原因につい

て情報共有し、対策について議論し

た。そこで、新たに積算チェックリ

ストに自火報装置について項目を

追加した。 

また、設計者が照査者に照査を依

頼する際に、工事概要の口頭説明に

合わせて、代価表の内容についても

説明を行うこととした。 

これらにより、限られた時間内で

も積算間違いが無いよう、一層充実

したチェックを実施できるように

仕組みを改めた。 

措置済 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：危機管理室）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

イ 施 工 

(ア) 高所での墜落防止措置を適正に行うべきもの

高所作業において、墜落防止に必要な安全措

置が取られていなかったという以下のような

法令違反が認められた。 

発注者は請負人より提出される施工計画書

を基に、発注者と請負人双方が事前に作業内

容の確認を行っていたが、請負人に対して現

場の状況等を踏まえた手順の確認を行わせる

とともに、安全教育や訓練を通じて全ての作

業員の安全意識を高め、事故の発生を防ぐよ

う繰り返し周知を行うべきである。 

Ａ 保守作業での墜落防止措置を適正に行うべき

もの 

本業務は、市内各所に設置されている防災

行政無線設備の保守管理業務である。 

「労働安全衛生規則」では、高さ２m 以上

の箇所で作業を行う場合において、墜落によ

り労働者に危険を及ぼすおそれがあり、か

つ、作業床を設けることが困難なときは、防

網を張り、労働者に墜落制止用器具を使用さ

せる等、墜落による労働者の危険を防止する

ための措置を講じなければならいとされてい

る。 

また、作業床には、高さ85 ㎝以上の手すり

及び高さ35 ㎝以上50 ㎝以下の中桟等を設け

なければならない。 

本工事では、苅藻島クリーンセンター管理

棟屋上塔屋に設置されている監視カメラを清

掃する作業において、高さが２m 以上の作業

床端部で行う作業でありながら、腰壁から身

を乗り出して作業を行っていた。また、腰壁

の高さは約70 ㎝であり、手すりとしては、

十分な高さが確保されていなかった。 

この場合には、作業員に要求性能墜落制止

用器具を使用させる等、墜落による労働者の

２ｍ以上の高所作業において、労

働安全衛生規則で定められている

墜落防止に必要な安全措置がとれ

ていなかった。 

「屋上の床から監視カメラまで

の高さが低い」「墜落制止用器具の

固定位置がない」という誤った判断

により 墜落防止対策が必要な作業

であることを作業員が認識してい

なかったのが原因である。 

再発防止に向け、当該保守管理業

務の請負人に対しては、令和６年９

月 13 日付で工事現場等における安

全管理の徹底について文書にて改

善指導を実施済みである。 

請負人からは、以下の再発防止対

策 を実施済みである旨の報告を受

けた。 

① 各高所作業現場における危

険箇所の洗い出し一覧とこ

れの作業前打合せ KY ミーテ

ィング）での活用

② 作業員への高所作業につい

ての再教育

③ 作業前の確認チェクリスト

様式 を、高所作業留意を強

調したものに変更

令和６年 10 月９日に実施した部

長・課長・係長の定期ミーティング

において監査結果の情報共有とと

もに工事等委託・請負時における 

墜落防止措置の徹底について周知 

を行った。 

措置済 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：危機管理室）

危険を防止するための措置を講じなければな

らない。 

しかし、請負人は墜落防止対策が必要であ

ることは認識し安全作業責任者による注意喚

起を行っていたにも関わらず、作業場所に親

綱を張り、作業員に要求性能墜落制止用器具

を使用させるといった基本的な安全措置を講

じておらず、法令違反状態で作業を行ってい

た。 

（危機管理室） 

［No.02 防災行政無線保守管理業務］ 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：建設局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

イ 施 工 

 (ア) 高所での墜落防止措置を適正に行うべきもの 

高所作業において、墜落防止に必要な安全措

置が取られていなかったという以下のような

法令違反が認められた。 

発注者は請負人より提出される施工計画書

を基に、発注者と請負人双方が事前に作業内

容の確認を行っていたが、請負人に対して現

場の状況等を踏まえた手順の確認を行わせる

とともに、安全教育や訓練を通じて全ての作

業員の安全意識を高め、事故の発生を防ぐよ

う繰り返し周知を行うべきである。 

Ｂ 高所作業での墜落防止措置を適正に行うべき

もの 

本工事は、中央区にある東遊園地の再整備

を行う工事である。 

「労働安全衛生規則」では、高さ２m以上の

箇所で作業を行う場合において、墜落により

労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作

業床を設けることが困難なときは、防網を張

り、労働者に墜落制止用器具を使用させる等、

墜落による労働者の危険を防止するための措

置を講じなければならいとされている。 

本工事では、園内の水景池の水を循環させ

るためのポンプ槽の設置を行ったが、床付け

面からの高さが２m 以上の箇所で行う作業で

ありながら、足場を組み立てる等の方法によ

る作業床や防網は設置されていない状態であ

った。 

この場合には、作業員に墜落制止用器具を

使用させる等、墜落による労働者の危険を防

止するための措置を講じなければならない。 

しかし、請負人は作業場所に親綱を張り、作

業員に墜落制止用器具を使用させるといった

必要な安全措置を講じておらず、法令違反状

態であった。 

  床付け面から 2ｍ以上の高さで

の作業でありながら、作業員の安全

対策が不十分となっていた原因は、

据え付け高さが地上の現況高さと

変わらなかったため、落下高さの認

識ができていなかったこと、作業期

間が短期間であったため、安全への

配慮が不十分であったことが原因

である。 

今後は施工計画を基に、監督員と

請負人が事前に現場の状況を踏ま

えた作業内容の確認を行うととも

に、適切な安全対策について指導を

行うよう、令和６年９月３日の所内

会及び、令和６年 10月７日の公園

緑地担当職員が出席する事務所連

絡会議において、指摘事項について

の共有を行い、安全対策の実施につ

いて周知徹底を行った。 

措置済 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：建設局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

（建設局公園部整備課）   

［№ 11 東遊園地再整備工事(その３)］ 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：交通局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

イ 施 工 

 (ア) 高所での墜落防止措置を適正に行うべき

もの 

高所作業において、墜落防止に必要な安全

措置が取られていなかったという以下のよう

な法令違反が認められた。 

発注者は請負人より提出される施工計画書

を基に、発注者と請負人双方が事前に作業内

容の確認を行っていたが、請負人に対して現

場の状況等を踏まえた手順の確認を行わせる

とともに、安全教育や訓練を通じて全ての作

業員の安全意識を高め、事故の発生を防ぐよ

う繰り返し周知を行うべきである。 

Ｃ 配管作業での墜落防止措置を適正に行うべ

きもの 

本工事は、神戸市営地下鉄西神・山手線及び

北神線に列車無線用の漏洩同軸ケーブルを敷

設する工事である。

「労働安全衛生規則」では、高さ２m 以上

の箇所で作業を行う場合において、墜落によ

り労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、

作業床を設けることが困難なときは、防網を

張り、労働者に墜落制止用器具を使用させる

等、墜落による労働者の危険を防止するため

の措置を講じなければならいとされている。

本工事では、名谷車庫信号扱所の屋上に空中

線アンテナ用配管を敷設する作業において、

高さが２m 以上の作業床の端部で行う作業で

ありながら、足場を組み立てる等の方法によ

る作業床や防網は設置されていない状態であ

った。

この場合には、作業員に要求性能墜落制止

用器具を使用させる等、墜落による労働者の

危険を防止するための措置を講じなければな

らない。

工事内容などによって、それぞれ

違いはあるが、高所作業に対する安

全対策として、施設課の外部研修の

資料を電気システム課に、また電気

システム課での施工計画書のチェ

ックポイントなどを施設課に、それ

ぞれ共有を行った。 

今後も必要に応じて、相互の取り

組みが相乗的にスパイラルアップ

していくように取り組んでいく。 

墜落による労働者の危険を防止

するための措置を講じることがで

きなかったのは、作業床があるため

墜落防止対策は必要ないとの請負

業者の誤った認識が原因であった。 

また、当該作業に対する安全対策を 

施工計画書に記載していなかった

ことも一因であった。 

以上を踏まえ、2024 年８月 22日

および 10月 16日に、本事案につい

て係会議で高所作業に対する安全

対策について確認するよう周知徹

底を行った。 

また、今後、同様の不安全状態を

なくすために、施工計画書のチェッ

クリストを作成し、施工計画の段階

から高所作業に対する安全対策に

ついて、確認することとした。 

措置済 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：交通局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

しかし、請負人は作業床があるため墜落防

止対策は必要ないとの誤った認識から、作業

場所に親綱を張り、作業員に要求性能墜落制

止用器具を使用させるといった基本的な安全

措置を講じておらず、法令違反状態で作業を

行っていた。

発注者は請負人より提出される施工計画書を

基に、現場条件も確認した上で、請負人と双方

で事前に作業内容の確認を行うとともに、法

令を遵守し、不安全状態を無くすよう指導を

行うべきである。

（交通局高速鉄道部電気システム課）

［No.47 西神・山手線及び北神線漏洩同軸ケーブ

ル敷設工事］

Ｄ 開口部での機器等搬入作業時の安全対策を

適正に行うべきもの 

本工事は、長田区にある神戸市営地下鉄新

長田駅の大規模改修事業において機械設備を

更新する工事である。 

「労働安全衛生規則」では、事業者は、高さ

２m以上の作業床の端、開口部等で作業を行わ

せる場合には、墜落災害を防止するために囲

い、手すり、覆い等(以下囲い等)を設けなけれ

ばならない。囲い等を設けることが著しく困

難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取

りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性

能墜落制止用器具を使用させる等墜落による

労働者の危険を防止するための措置を講じな

ければならないとされている。 

本工事のなかで、駅構内地下１階の空調機

械室へ地下２階にあたる地下鉄軌道上より更

新機器を搬入する作業を行ったが、地下１階

の開口部から地下２階部までの高さが５m を

超えていたにもかかわらず、開口部からの墜

落防止対策が取られておらず、作業員も墜落

制止用器具を使用していなかった。 

請負人は保護具の使用をしなければならな

請負業者の認識の甘さに加え， 

我々，監督員の認識不足、施工計画

書の確認不足が原因であった。 

 2024 年９月５日に、課内係会議

において、事案内容の説明を行い、

周知徹底を行った。 

 また、課内監督員を対象に、2024

年 11 月 25 日に、外部研修を受講

させ、知識を習得し、施工計画書の

確認等、工事監督業務の質的向上を

図った。 

なお、請負業者に対しても、2024

年９月 10 日に、今回の指摘内容を

説明し、今後受注する工事におい

て、再発しないよう社内周知を依頼

した。 

措置済 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：交通局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

い認識はあったにもかかわらず、保護具の取

付設備を設置しないといった基本的な安全措

置を講じておらず、法令違反状態で、機器の搬

入作業を行っていた。 

また、「墜落制止用器具の安全な使用に関す

るガイドライン」では、ワークポジション作業

を伴わない一般的な建設作業等においては、

５m を超える高さでの作業時に使用する墜落

制止用器具はフルハーネス型を使用すること

となっているが、本作業においては胴ベルト

型を着用しての作業となっていた。作業実施

にあたっては適切な保護具の選定が望まし

い。 

（交通局高速鉄道部施設課）  

［№50  西神・山手線 新長田駅大規模改修機械

設備工事］ 

Ｅ 高所作業時における保護具の選定を適正に

行うべきもの 

本工事は、西区にある神戸市営地下鉄西神

中央駅の換気設備を更新する工事である。 

「労働安全衛生規則」では、事業者は、高さ

２m以上の作業床の端、開口部等で作業を行わ

せる場合には、墜落災害を防止するために囲

い、手すり、覆い等(以下囲い等)を設けなけれ

ばならない。囲い等を設けることが著しく困

難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取

りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性

能墜落制止用器具を使用させる等墜落による

労働者の危険を防止するための措置を講じな

ければならないとされている。 

本工事のなかで、地上の機器搬入口から地

下１階へ仮設機材を搬入する作業を行う際、

開口部から地階床面までの高さが７m 以上あ

り、フルハーネス型の墜落制止用器具の着用

義務がある作業環境であったが、胴ベルト型

の墜落制止用器具を使用して作業を行ってい

た。 

請負業者の認識の甘さに加え、

我々監督員の認識不足、施工計画書

の確認不足が原因であった。 

 2024 年９月５日に、課内係会議

において、事案内容の説明を行い、

周知徹底を行った。 

 また、課内監督員を対象に、2024

年 11 月 25 日に、外部研修を受講

させ、知識を習得し、施工計画書の

確認等、工事監督業務の質的向上を

図った。 

なお、請負業者に対しても、2024

年９月 10 日に、今回の指摘内容を

説明し、今後受注する工事におい

て、再発しないよう社内周知を依頼

した。 

措置済 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：交通局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

請負人は保護具の使用をしなければならな

い認識はあったものの、正しい保護具の選定

を行うといった基本的な安全措置を講じてお

らず、資材の搬入作業を行っていた。 

（交通局高速鉄道部施設課） 

 [№51  西神中央駅 換気設備機器更新他工事] 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：(地独)神戸市民病院機構） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

イ 施 工 

 (ア) 高所での墜落防止措置を適正に行うべき

もの 

高所作業において、墜落防止に必要な安全

措置が取られていなかったという以下のよう

な法令違反が認められた。 

発注者は請負人より提出される施工計画書

を基に、発注者と請負人双方が事前に作業内

容の確認を行っていたが、請負人に対して現

場の状況等を踏まえた手順の確認を行わせる

とともに、安全教育や訓練を通じて全ての作

業員の安全意識を高め、事故の発生を防ぐよ

う繰り返し周知を行うべきである。 

Ｆ 機器上部での作業における墜落防止措置を

適正に行うべきもの 

本工事は、長田区の西市民病院にある冷却

塔の構成機器を更新する工事である。 

「労働安全衛生規則」では、事業者は、高さ

２m以上の箇所で作業を行う場合において、墜

落により労働者に危険を及ぼすおそれがあ

り、かつ、作業床を設けることが困難なとき

は、防網を張り、労働者に墜落制止用器具を使

用させる等、墜落による労働者の危険を防止

するための措置を講じなければならいとされ

ている。 

本工事のなかで、冷却塔上部の機器の取替

を行う作業の際、作業場所の高さが２mを超え

る箇所にもかかわらず、足場を組み立てる等

の方法による作業床や親綱を設置する等の墜

落防止対策が取られておらず、作業員も墜落

制止用器具を使用していなかった。 

請負人は保護具の使用をしなければならな

い認識はあったにもかかわらず、施工計画書

に十分な記載がなく、親綱を張り作業員に墜

落制止用器具の使用を徹底させるなどといっ

た基本的な安全措置を講じておらず、法令違

施工計画書の段階で安全対策に

ついての確認、作業時における安全

確認や安全対策についての確認が

できていなかったこと、請負人から

協力会社に対し、危険作業について

周知徹底ができていなかったこと、

また、下請負人の安全に対する認識

が不十分であり、安全対策を軽視し

た行動をとったことが原因である。 

元請け事業者の再発防止の取り組

み 

・2024年８月26日 神戸支店社員、

各拠点幹部及び協力会社を集め

た周知会意見交換会を実施 

・2024 年８月 31日 職長・安全衛

生責任者能力向上教育４名受講 

・2024年９月 18日 労働安全衛生

法教育の受講 

病院機構の再発防止の取り組み 

・2024年 8月 16日 指摘内容につ

いて西市民病院総務課内で「高所

作業安全管理について」周知会及

び発注者側の役割等について研

修を実施 

・2024 年 8 月 30 日、9 月 11 日 指

摘内容について各病院の係長へ

共有・周知を実施 

・2024 年 10 月 17 日 病院機構技

術者会議にて意見交換会実施 

今回の事案に関しては上記の取

り組みを行い、事業者を含め再発防

止を徹底した。今後、施工計画書の

段階で、記載されている安全管理面

について、十分検討されたものか確

措置済 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：(地独)神戸市民病院機構） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

反状態で作業を行っていた。 

（(地独)神戸市民病院機構 西市民病院事務局総

務課）

［№69  西市民病院本館冷却塔 CT-101・102 分

解整備工事］

認し、現場においては、実施できて

いるか指導するなど、監督員として

請負業者による事故の発生を未然

に防止するよう努める。 



令和６年度第１期工事定期監査及び出資団体工事監査（監査対象：建設局）

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

ウ 検 査 

（ア） 成績評定を適正に行うべきもの 

本工事は、中央区にある東遊園地の再整備

を行う工事である。 

工事の成績評定は、「工事成績評定要領」に

基づき実施される。 

「工事成績評定要領」によれば、不適切な安

全管理に起因する工事関係者事故が発生した

場合は、成績評定において減点することにな

っている。 

しかし、本工事では、工事関係者による負傷

休業３日以下の軽微な労働災害が発生してい

たにもかかわらず、減点されていなかった。 

工事成績の評定は、工事の適正かつ効率的な

施工を確保し、工事に関する技術水準の向上

に資するとともに、業者の指導育成を図るこ

とを目的としている。事故再発防止の観点か

らも、定められた要領に基づき厳正かつ適格

に行われるべきものである。 

（建設局公園部整備課）   

［№ 11 東遊園地再整備工事(その３)］ 

  工事関係者事故がありながら、成

績評定において評価せず、事実と異

なる評定を行っておりました。 

これは工事中に事故があったこ

とを工事成績に反映させることを

失念していたことが原因である。 

 採点にあたっての成績反映漏れ

を防ぐため、令和 6年 8月 30日の

係内会議、令和 6 年 9 月 5 日の所

内会議、令和 6年 10月 7日の公園

緑地担当職員が出席する事務所連

絡会議において、周知徹底を行っ

た。 

措置済 




